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はじめに 
  
○ トラック運送業は、国内貨物輸送の約４割を担って

おり、日本の生活・経済を支える重要な役割を果たし

ているが、低賃金・長時間労働などの厳しい労働環境

により、近年、トラックドライバー（特に若年層）が

不足しており、トラックドライバーの平均年齢も５０

歳に達しようという状況にある。 
  
○ このままでは近い将来、安全で良好なサービス品質

により荷物を運ぶことが困難となり、人々の生活や経

済活動にまで影響を及ぼすことになりかねない。その

ような状況を避けるためには、トラックドライバーの

賃金の上昇を前提とした取引条件の改善など、若い方

がトラックドライバーに魅力を持てるような健全な

労働環境に改善する必要がある。 
 
 ○ これまでのトラック運送業においては、取引上、

荷主の方々が強い立場にあることなどから、例えば

「燃料価格の高騰などによるコスト負担」、「運送以

外の附帯業務にかかる対価」などについて、運賃・

料金の交渉を行いたくても、以後の取引を断られる

ことをおそれ、「価格交渉がうまくできない取引慣

行」が存在しており、適正な取引ができていない環

境にあったところ。 
  
○ 荷主、トラック運送事業者が、お互いに必要な費用

などについて平等な立場で運賃・料金交渉ができる適

正な取引条件に改善するためには、両者が手をとりあ

い、一体となって取り組んでいくことが重要である。

荷主においても、本ガイドラインを積極的に活用し、

業界全体で適正取引に向けた取組が推進されること

が望ましい。 
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第１章 トラック運送業における適正取引推進の必要性 
 
１．トラック運送業において適正取引推進ガイドラインを策定する意義 

（１）関係者間における問題認識､ルール等の共有化 

○ 荷主、元請事業者からの請負取引が、複数の下請事業者にまで及ぶ下請多

層構造が課題となっているトラック運送業界の取引慣行において、顕在化し

ている不適正な取引を排除していくためには、未然防止対策を含む適正取引

のルールを関係者が遵守するとともに、望ましい取引形態についての知識を

共有し、荷主、元請・下請運送事業者らが連携して導入促進を図ることが重

要である。 

 

○ 一方で、規制緩和に伴い競争が激化する中で適正取引を推進していくため

には、独占禁止法（「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定

の不公正な取引方法」（平成１６年３月８日公正取引委員会告示第１号）（以

下、「物流特殊指定」という。））及び下請代金支払遅延等防止法（以下、「下

請法」という。）の法適用対象外となる取引においても、法令と同等のルー

ルについて遵守し、特に元請事業者においては、下請中小企業振興法（以下、

「下請振興法」という。）に基づく振興基準を遵守されるとともに、望まし

い取引形態を業界全体で導入し、荷主、元請・下請運送事業者らが連携して

積極的に取り組むことが必要である。 

 

（２）中小企業の成長力底上げ 

○ 我が国の経済成長を持続可能なものとするためには、成長の成果を中小企

業にも浸透させ、中小企業の成長力の底上げを図ることが必要であり、下

請事業者いじめが行われないよう、適正取引のルール化や望ましい取引形

態について周知を図り、普及させていく必要がある。 

 

（３）荷主とのパートナーシップの推進 

○ トラック運送業が健全な事業運営を行いつつ、安全・環境対策の強化に対

応していくためには、軽油価格を含めたコスト増を荷主、元請事業者、下

請事業者がパートナーシップの下で適切に分担していくことが必要である。

また、適正取引の推進にあたっては、書面化による契約内容の明確化や着

荷主を含めた協力による手待ち時間の解消等も重要であり、そのためのル

ール等が不可欠である。また、荷主、元請事業者がパートナーシップ構築

宣言を行い、積極的に取組んでいくことが求められる。 
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（４）健全な競争環境の整備 

○ トラック運送業において、適正取引を推進していく前提条件として、少な

くとも「正直者が損をしない」よう健全な競争環境を整備する必要があり、

そのためには、輸送の安全に加え、社会保険加入等の貨物自動車運送事業法

以外の他法令についてもコンプライアンスを徹底することが必要である。 
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第２章 取引上の問題点と望ましい取引形態 

 

 この章において取り扱う内容は、物流特殊指定、下請法、及び下請振興法の

みならず、貨物自動車運送事業法に関することを含めたものにしている。 

 そのため、物流特殊指定、下請法又は下請振興法に係ることに限定される記

載以外のものは、貨物の運送を依頼する者を「運送委託者」、その委託を受ける

者を「運送受託者」とした。 

 

１．運賃の設定 

 

 
 

 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

 

○ 個別の運送内容等を考慮せずに、一律一定率の引下げをして、通常支払わ

れる運賃より低い運賃にすること 

○ 運送委託者が、自らの目標額、予算等を基準として、通常支払われる運賃

より低い運賃に、一方的に設定すること 

○ 軽油価格の高騰、多頻度輸送、長距離輸送、手待ち時間の発生等輸送条件

が変化したにもかかわらず、それらを一切考慮しないで、通常支払われる

運賃より低い運賃に据え置くこと 

○ 特定の運送受託者を差別的に取り扱い、他の運送受託者より低い運賃を設

定すること 

○ 同種の運送役務について、特定の地域又は顧客向けであることを理由に、

通常支払われる運賃より低い運賃を設定すること 
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○ 貨物の運送を委託している下請事業者に対し、下請事業者が燃料価格の高

騰や労務費の上昇を理由に単価の引上げを求めたにもかかわらず、一方的

に従来どおりに単価を据え置くことにより、通常支払われる運賃を大幅に

下回る運賃を設定すること。 

○ 貨物運送を委託している下請事業者に対し、従来の運送単価から一律に一

定率で単価を一方的に引き下げることにより、通常支払われる運賃を大幅

に下回る運賃を設定すること。 

○ 荷主から前年比○％の運送料金の引下げ要請があったことを理由として、

下請事業者と協議することなく、一方的に前年から○％引き下げた単価に

より、通常支払われる運賃を大幅に下回る運賃を設定すること。 

 

 

（２）関連法規の留意点 

 

  軽油価格高騰及び安全・環境対策の規制強化のコスト増が運送委託者に認

められず、一方的に従来の運賃での運送が依頼されることがある。運送原価

を考慮しない運賃設定は、運送受託者の利益を損ない、経営を圧迫するだけ

ではなく、安全運行を阻害することにもなる。 

 

○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、特定荷主が、特定物流

事業者の運送又は保管の内容と同種又は類似の内容の運送又は保管に対

して通常支払われる対価に比べて著しく低い代金の額を不当に定めるこ

とは、物流特殊指定第１項第３号に該当し、独占禁止法に違反するおそれ

がある。 

さらに、①労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分

の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的

に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くことや、②労務

費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の

相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない

理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来ど

おりに取引価格を据え置くことは、独占禁止法（優越的地位の濫用）上

問題となることがある。 
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○ 下請法の留意点 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、親事業者が、発注に際して下

請代金の額を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の役務の提供

に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めること

は、下請法第４条第１項第５号の「買いたたき」に該当し、下請法に違反

するおそれがある。 

また、親事業者が、運送を委託するに当たって着時間指定や倉庫荷役等

附帯業務を行わせる場合は、下請法第３条により交付を義務付けられた発

注書面（以下「３条書面」という。）にその旨記載し、これらの対価を含

んだ下請代金の額を下請事業者との十分な協議の上で設定して発注する

必要がある。 

さらに、①労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分

の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に

協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くことや、②労務費、

原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、下請事業者が

取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、

電子メール等で下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を

据え置くことは、下請法上問題となることがある。 

 

○ 下請振興法の留意点 

 取引対価は、合理的な算定方式に基づき、下請事業者の適正な利益を

含み、下請事業者における賃金の引上げ、労働時間の短縮等の労働条件の

改善が可能となるよう、親事業者及び下請事業者が十分に協議して決定す

るものとする。親事業者は、以下に掲げる行為を始めとする、客観的な経

済合理性又は十分な協議手続を欠く協議を行わないものとする。 

 

 

〔取引対価の協議に関する望ましくない事例〕 

①目標価格又は価格帯のみを提示して、それと辻褄の合う内容の見積り又

は提案を要請すること。  

②過度に詳細な見積りを要請し、それを下請事業者が十分に作成できない

ことを理由として、協議を拒むこと。  

③もともと転注するつもりがないにもかかわらず、競合する他の事業者へ

の転注を示唆して殊更に危機感を与えることにより、事実上、協議をす
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ることなく、親事業者が意図する取引対価を下請事業者に押し付けるこ

と。 

④競合する他の事業者が取引対価の見直しの要請をしていないこと、親事

業者の納入先が取引対価の見直しを認めないこと等を理由として、協議

を拒むこと。 

 

○ 貨物自動車運送事業法の留意点 

貨物自動車運送事業法では、他のトラック事業者との間に不当な競争を

引き起こすおそれがある場合、運賃・料金に対する事業改善命令や荷主勧

告の発動要件となるおそれがある。また、法附則第１条の２第２項に基づ

く荷主等への働きかけの対象となりうる。 

 

 

 

（３）求められる取引慣行 

○ 運送受託者が、運送を請け負うに当たり条件（発着時間の指定、倉庫荷

役等の附帯業務等）が設定される場合、あらかじめ具体的な内容につい

て合意を取り交わし書面化しておくことが求められる。 

 

○ 運賃を決定する場合、運送受託者は自社の人件費・燃料費・修繕費・車

両償却費等運送に係る原価を把握したうえで見積書を提示し、運送委託

者と運送受託者は双方の十分な協議によって運賃設定することが求めら

れる。 

  なお、原価計算にあたっては、Ｐ８コラム掲載の＜「原価計算の活用に

向けて」リーフレット＞の活用も有効である。 

 

○ エネルギーコスト（燃料費）等の値上がりや、環境対策等のための規制

強化に伴うコスト増に対応するため、今後の経営動向などを踏まえた明

確な算出根拠に基づいて、運送委託者、運送受託者が十分に協議を行い、

合理的な運賃・料金を設定することが求められ、あらかじめ算定した手

法等についても合意しておくことが求められる。 

 

○ 委託手数料を設定する場合には、運送委託者は運送受託者の輸送コスト

等を十分に考慮したうえで、委託手数料を設定することが求められる。
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（４）望ましい取引実例 

＜原価計算に基づく運賃交渉をおこなった例＞ 

運賃交渉にあたり、漠然と「経営が厳しい」と持ち込むのではなく、社

内で比較的簡易に原価計算を行うことができる「原価計算マニュアル」を

作成し、運送原価の上昇等の原価データ等を確認できる資料を提示して、

運賃の協議を行うよう工夫している。 

 

＜３ＰＬにおける原価把握の例＞ 

運送、仕分け、梱包と一貫して物流を請け負う場合、それぞれの作業工

程においての原価の把握を行い、運賃等の見直し要請については、配送ル

ートの見直しや各作業工程の合理化の範囲を明確にする工夫を行っている。 

 

＜燃料サーチャージ制運賃の導入例＞ 

荷主と協議のうえ、軽油の基準価格を設定し、 

〔燃料サーチャージ額＝ 

キロ程（km）÷燃費（km/ℓ）×算出上の燃料価格上昇額（円/ℓ）〕

を運賃とは別建てで上乗せしている。下請事業者に委託する場合にも、軽

油上昇分を転嫁した運賃設定とする。 

燃料サーチャージの計算にあたっては、次のように取組を実施した。 

① 基準となる燃料価格、燃料価格の一定の変動幅とその算定上の上昇額

及び使用車両の燃費を把握し、設定する。 

② 運賃契約の体系に応じた燃料サーチャージの適用方法設定として、距

離制貸切契約など、トラックの運賃契約の体系に対応した適用方法を決

定する。 

③ 燃料サーチャージの改定及び廃止として、燃料サーチャージの改定及

び廃止する場合の条件を設定し、適用時に荷主企業に明示している。 

 

 

＜荷待ち時間のデータを示し交渉をおこなった例＞ 

全車両にＧＰＳを導入し、荷待ち時間の実態を把握し、データを示すこ

とにより荷待ち時間にかかる料金導入の協議を行うよう工夫している。 
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＜積極的に交渉をおこなった例＞ 

   運送委託者のコンプライアンス意識の高まりのなかで、新たに待機時間

料や附帯業務料を見込んだ運賃の見積もりを運送委託者に積極的に提案し、

理解を得られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通達により運賃及び料金を定義付けし、標準運送約款の改正により運賃及び

料金の区別を明確化しており、貨物自動車運送事業者は運賃と料金を別建てで

収受することとなっている（次頁図参照）。 

 

運賃： 

貨物運送事業における「運賃」とは、貨物の場所的移動に対する対価を

いう。なお、貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送

事業者が備えている積付用品による作業への対価を含むものとする。 
貨物運送事業における「料金」とは、（１）及び（２）の通りとする。 

（１）貨物運送事業者が受託する運送以外の役務に対する対価であって以下①

～③に掲げるもの。 
  ①積込料及び取卸料 
    貨物の発地又は着地において、荷送人又は荷受人の依頼により、貨物

運送事業者が行う貨物の車両への積込み又は車両からの取卸し（貨物の

積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業者が備えてい

る積付用品による作業を除く。）に対する対価 
  ②待機時間料 
    車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により貨

物運送事業者が待機した時間（荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しく

は取卸し又は附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。）に対

する対価 
  ③附帯業務料 
    荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う品代金の取立

て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持

ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物運送事業に

附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務に対する対価 
（２）深夜・早朝配送等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄

うために収受するためのもの。 
 

 
 

運賃及び料金について 

運賃と料金の別建て収受について 
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＜運賃と料金の別建て収受のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
荷主・元請け運送事業者との価格交渉にあたっては、燃料費、人件費等のコス

トに関する客観的なデータの提示や明確な原価計算を行い、自社が提示する価格

の根拠を合理的に伝えることが必要です。 

 

＜「原価計算の活用に向けて」リーフレット＞ 

   原価計算の実施を促進するため、原価計算を実施する必要性・効果や手順

について整理し紹介。 

http://www.mlit.go.jp/common/001185829.pdf 
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２．運賃(代金)の減額 

 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

 

○ 運賃引下げの合意が得られた運送受託者に対し、運賃引下げの合意日前に

提供された運送役務についても新しい運賃をさかのぼって適用して代金を

減額すること 

○「協力金」、「協賛金」、「値引き」、「手数料」等の名目により、既に提供さ

れた運送役務の代金を減額すること 

○ 運送中の荷物が汚破損したことを理由に、荷主等から損失の補償を求めら

れていると称して、損害額の算定根拠を明らかにしないまま、代金から損

害額を上回る一定額を差し引くこと 

○ 運送受託者が有料道路を利用しなければ、到着できない到着時間等の運送

条件が設定された場合、運送委託者が有料道路利用料金を負担しないこと

により、代金を減額すること 

○ 運送条件の変更を理由に、当初決められた運賃算定の方法を変更すること

により、代金を減額すること 

○ 手形払から、現金払へ変更する際に、自社の短期調達金利相当額を超える

額を割引手数料として差し引くことにより代金を減額すること 

○ 無理な到着時間等の運送条件を設定することで、当該条件を遵守できなか

ったことを理由に、代金を減額すること 

○ 文書による合意なく振込手数料を差し引くことにより、代金を減額するこ

と                                 
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○ 金融機関口座へ振り込む際の手数料を下請事業者に負担させることを書

面で合意している場合に、金融機関に支払う実費を超えた額を代金から減

額すること 

○ 毎月の下請代金の額の一定率相当額を割戻金として親事業者が指定する

金融機関口座に振り込ませること 

○ 消費税・地方消費税額相当分を支払わないことにより、代金を減額するこ

と 

○ 1 円以上の単位の切捨てにより、代金を減額すること 

○ 特定荷主が、取引先から製品等に係る代金を減額されたことを理由に、特

定物流事業者に対する代金を減額すること 

○ 親事業者が、荷主等から代金を減額されたことを理由に、下請事業者に対

する下請代金を減額すること 

 

 

（２）関連法規の留意点 

 

  親事業者が発注時に決定した下請代金を、下請事業者の責に帰すべき理由

がないにもかかわらず発注後に減額することがある。このとき、減額の名目、

方法、金額の多少を問わず、また発注後いつの時点で減額しても、代金減額

となる。 

 

○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、特定荷主があらかじめ

定めた代金の額を、特定物流事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわ

らず減額することは、物流特殊指定第１項第２号に該当し、独占禁止法に

違反するおそれがある。 

 

○ 下請法の留意点 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、親事業者があらかじめ定め

た代金の額を、下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず減

額した場合、下請法違反となる。また、下請事業者との合意があったと

しても下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず減額した場

合、下請法第４条第１項第３号の「下請代金の代金減額」に該当し、下

請法に違反する。 
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支払手段としてあらかじめ「手形払」と定めているのを一時的に現金で

支払う場合において、手形払の場合の下請代金の額から短期の自社調達金

利相当額を超える額を差し引くことも、下請法上の代金減額となる。 

他に、親事業者が、自ら請け負った運送を下請事業者に再委託し、運送

中の荷物が毀損したので荷主から損失の補填を求められていると称して、

損害額の算定根拠を明らかにしないまま、下請代金から毀損額を上回る一

定額を差し引くことも、下請法上の代金減額となる。 

 

○ 貨物自動車運送事業法の留意点 

貨物自動車運送事業法においては、他のトラック運送事業者との間に不

当な競争を引き起こすおそれがある場合、運賃・料金に対する事業改善命

令や荷主勧告の発動要件となるおそれがある。また、法附則第１条の２第

２項に基づく荷主等への働きかけの対象となりうる。 

 

 

 

 

（３）求められる取引慣行 

  ○ 運送委託者と運送受託者は十分に協議を行い、支払条件（下請法では、

法定の下請代金の額、支払期日、物品等を受領する期日等の具体的記載

事項をすべて記載した書面を下請事業者に対して交付することが義務付

けられている。）や運賃・料金の適用、事故発生時の責任の所在と賠償内

容など、あらかじめ具体的な内容について合意の上、書面を取り交わし

ておくことが求められる。 
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  ○ 運送受託者が有料道路を利用した場合、運送委託者が有料道路の利用料

金を負担する条件について、運送委託者と運送受託者は事前に十分な協

議を行い、利用条件、費用の負担条件等を書面により明らかにすること

が求められる。 

 

  ○ 運送委託者から一方的な運賃減額の要請があった場合には、運送受託者

は輸送コスト等を十分に考慮したうえで、運送委託者に運賃交渉するこ

とが求められる。また、その際には運送委託者は真摯に応じることが求

められる。 

 

  ○ 運送委託者と運送受託者双方の効率化や品質の高い作業等の提案、運

賃・料金及びその適用方法について双方の行き違いが生じないように十

分な協議を行うことが求められる。 

 

（４）望ましい取引実例 

＜運送コスト削減に向けたデータを開示することで適切な運賃水準を実現

した例＞ 

    運送コストの削減要請があった際、配送ルート、積合せの見直しなどの

自助努力とともに、配送量の増加がコストダウンに寄与すると試算し、運

送委託者に配送量の引き上げを要請した。自社で対応できる範囲を明確に

し、それ以上の運賃の引き下げは原価割れを引き起こすとの説明をし、提

示した試算に基づいてコストダウンを行った。 

 

＜原価計算に基づく運賃交渉をおこなった例＞ 

原価計算を行い交渉した結果、適正価格で契約できた。 

 

＜運送委託者と運送受託者によるパートナーシップの例＞ 

   荷主の物流子会社が構築した共同配送システムを運送受託者が活用し、

運送コストの把握が容易になり、システム構築した荷主の貨物だけでなく、

他からも広く集貨することにより、輸送効率を飛躍的に向上させることに

成功した。 

 

定期的に運送委託者と作業品質向上の話し合いの場を設け、信頼関係を

構築した結果、運賃の改善等につながった。 
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法令知識のない運送委託者の担当者の一存による一方的な運賃減額等に

ついては、運送委託者の管理職が知らないケースもあったため、管理職と交

渉を行うようにした。 

 

＜有料道路の利用条件、利用料金の支払条件を書面化して適切な費用負担

を実施した例＞ 

   運送委託者は、運送受託者が有料道路を利用した場合、利用費用を運送

委託者が負担する条件を協議して、具体的に書面により明らかにした。具

体的な利用条件として、通常ルートで指定された到着時間に到着できない

ケース、運送委託者の指示によるケース等を明確にして、有料道路利用料

金については実費負担をルール化した。 

 

 

＜社内の現場におけるチェック体制の整備＞ 

運送委託者においては、各支店の現場スタッフが運賃減額をしていない

かどうか、契約書のチェック、注文書、入金状況等定期的な監査を実施し

た。 

また、取引の適正化に向けて、本社に運送受託者からの相談窓口を設置

し、代金減額等がなされないように対応した。 

 

＜粘り強く交渉を行った例＞ 

「協力値引き」という名目で運送代金総額の 5％の協力金の要請が数年続

いたが、要請のあった間、要請者に納得の行く説明を求めるなど、粘り強

く交渉を行った結果、要請がなくなった。 
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３．運送内容の変更 

 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

 

○ 運送委託者の都合により、依頼した数量※（積載量等）の変更がなされ、

それに伴い運送受託者に追加費用が生じたにもかかわらず、運送委託者が

費用負担しないこと 

○ 運送委託者の都合により、出発時間・到着時間が変更され、運送受託者に

有料道路利用料金、運転者の人件費、待機時間料等の追加費用が生じたに

もかかわらず、運送委託者が費用負担しないこと 

○ 運送委託者の都合により、当初指定された出発地・到着地の急な変更がさ

れ、運送受託者に人件費、燃料費等追加費用が生じたにもかかわらず、運

送委託者が費用負担しないこと 

○ 運送受託者に対して、発注元からの発注が取り消されたことを理由として

発注を取り消したにもかかわらず、運送受託者が要した費用を負担しない

こと 

○ 運送委託者、着荷主から運転者等に対し、直接運行の指示を行うこと 

 

 

 

                                                   
※ 運送依頼する単位には、重量単位（t）、車単位（台）、体積単位（㎥）等があり、個別の

状況により判断する必要がある。 
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（２）関連法規の留意点 

 

  当初大量貨物を集約しての配送を前提に見積をさせながら、実際には少量

遠距離運送で、しかも一方的に見積時の低い運賃単価で運送を依頼すること

がある。 

 

○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、特定荷主が特定物流

事業者の運送又は保管の内容と同種又は類似の内容の運送又は保管に対

して通常支払われる対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めること

は、物流特殊指定第１項第３号に該当し、独占禁止法違反となるおそれ

がある。 

 

○ 下請法の留意点 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、下請事業者の給付の内容と

同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い

下請代金の額を不当に定めることは、下請法第４条第１項第５号の「買

いたたき」に該当し、下請法に違反するおそれがある。 

 

 

  特定荷主（親事業者）は、特定物流事業者（下請事業者）が特定荷主（親

事業者）の指定した場所まで運送したところ、①特定荷主（親事業者）の発

注ミスにより物品を再び持ち帰ることになったにもかかわらず、当該運送に

要した費用を支払わないこと、②発荷主・着荷主の庫内での作業など運送と

は関係のない労務作業を必要な費用を支払わずに行わせること、③委託した

物品の運送とともに、別の物品の運送を必要な費用を支払わずに行わせるこ

となどがある。 

 

○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、特定荷主が、特定物流

事業者の運送等の内容を変更させ、又は運送等を行った後に運送等をやり

直しさせることにより、特定物流事業者の利益を不当に害することは、物

流特殊指定第１項第７号に該当し、独占禁止法に違反するおそれがある。 
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○ 下請法の留意点 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、発注後に費用を負担せず貨

物量や配送ルートの変更を行うことは、下請法第４条第２項第４号の「不

当な給付内容の変更及び不当なやり直し」に該当し、下請法に違反する

おそれがある。 

 

 

 特定荷主（親事業者）が４t 車１台での運送依頼をし、実際に積み込み場

所に行った時、１台では運送できない貨物量であったにもかかわらず、一方

的に見積時の運賃で運送を行わせることがある。 

 

○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、必要な費用を負担せず

に当初の運送依頼の内容を変更させ、特定物流事業者の利益を不当に害す

ることは、物流特殊指定第１項第７号に該当し、独占禁止法に違反するお

それがある。 

 

○ 下請法の留意点 

   下請法等の適用対象となる取引を行う場合、親事業者がこのように必要

な費用の負担をしない当初の運送依頼の内容変更は、下請法第４条第２項

第４号の「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」に該当し、下請法

に違反するおそれがある。 

 

 

  運送受託者は、運行の安全の確保を義務付けられており、その業務を行わ

せるために運行管理者を選任しなければならない。しかし、運送委託者が自

ら直接、運行に関する指示を行うことがある。 

 

○ 貨物自動車運送事業法の留意点 

  トラック運送事業者は、貨物自動車運送事業法第１７条第４項におい

て、「輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しな

ければならない」とされており、トラック運送事業者自らが運行の安全

の確保を図るべきである。 

  運送委託者が自ら直接、運行に関する指示を行うことにより、輸送の
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安全を阻害する行為がみられた場合、貨物自動車運送事業法第２２条の

２に違反するおそれがある。また、法附則第１条の２第２項に基づく荷

主等への働きかけの対象となりうることや、最終的には「荷主への勧告」

を行うこともあり得る。 

 

（３）求められる取引慣行 

  ○ 運送委託者は、見積時における見込み貨物量増減や配送ルート等が発注

時に変更になったり、配送ルートを見直さなければならないような発着

地変更などがあったりする場合は、運送受託者と十分な協議を行い、合

理的な運賃の再設定、合理的な追加的費用の負担をすることが求められ

る。 

 

○ 速度超過等輸送の安全を阻害するおそれがある到着時間の設定をしな

いよう、運行条件については十分な協議をすることが求められる。 

 

○ 運送委託者、運送受託者の双方は、定期的な会議を設ける等、実態及び

それに係る問題意識を共有し、双方で改善策を検討、実施することが求め

られる。 

 

（４）望ましい取引実例 

＜試行的な業務実施（トライアル）による見積の作成例＞ 

   貨物量の予測や配送ルートの合理的な設定が困難な場合、事前に運送委

託者と運送受託者が協議を行い、運賃の算定式を決めたうえで試行的な業

務期間で必要な作業工数を積算し、適正な見積が出来る段階になって本契

約を結ぶようにしている。 

 

＜安全運行のためのシステム導入例＞ 

   運行管理・配車システムを構築することで、運送の依頼内容が変更にな

った場合、迅速に対応できるようになったうえ、無理な運行依頼に対しては、

運送委託者に対し逆に無理のない提案ができるようになった。 
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４．運送に係る附帯業務の提供 

 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

 

○ 運送委託者は、運送受託者の運転手等に依頼し、契約で定められていない

業務（発荷主・着荷主の倉庫内荷役、ピッキング、仕分け、清掃、検査・

検収、ラベル貼り等）について、無償で実施させること（契約外の無償に

よる附帯業務） 

○ 運送受託者に対し、当該運送受託者に委託した取引とは関係のない貨物の

積み下ろし作業をさせること 

 

 

 

（２）関連法規の留意点 

○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、特定荷主が、金銭、役

務その他の経済上の利益を提供させることにより、特定物流事業者の利益

を不当に害することは、物流特殊指定第１項第６号に該当し、独占禁止法

に違反するおそれがある。 
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○ 下請法の留意点 

   無償の労務提供を強要する行為は、下請法等の適用対象となる取引を行

う場合、下請法第４条第２項第３号の「不当な経済上の利益の提供要請」

に該当し、下請法に違反するおそれがある。 

 

○ 貨物自動車運送事業法の留意点 

   運送契約において、契約に定められていない役務を無償で要求する

ことは、運転手の拘束時間の長時間化を招き、過労運転の原因となり、

安全運行を阻害する行為になる。この結果、輸送の安全の確保を阻害す

ることとなる場合には、貨物自動車運送事業法第２２条の２に違反する

おそれがある。また、法附則第１条の２第２項に基づく荷主等への働き

かけの対象となりうることや、最終的には「荷主への勧告」を行うこと

もあり得る。 

 

 

（３）求められる取引慣行 

 ○ 運送委託者と運送受託者との取引 

   運送委託者が運送受託者に対し、附帯業務を依頼する場合は、運送受託

者の直接的利益となることを明らかにした上で、十分な協議を行ったパー

トナーシップを結び、運送行為に伴う附帯業務の役割分担と費用負担に関

し、あらかじめ明確に取り決めておくことが求められる。 

 

○  運送委託者、運送受託者双方が附帯サービスは無償であるという意識

を変えていくことが求められる。 

 

○  現場において運送委託者等から契約外作業の要請があった際には、運

送受託者の担当者は管理職に報告し、双方の管理職同士で合意した上で

当該要請について対応することが求められる。 

 

○  契約にあたっては、作業の範囲、役割分担、費用分担等を明確にし、

双方が契約内容を確認した上で書面にて行うことが求められる。 

 

○運送委託者、運送受託者の双方は、定期的な会議を設ける等、実態及び
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それに係る問題意識を共有し、双方で改善策を検討、実施することが求め

られる。 

（４）望ましい取引実例 

＜パートナーシップによる適切な役割分担を行った例＞ 

運送委託者と協働して、現場における契約に基づかない附帯業務とリス

ク負担等について調査し、十分な協議を実施し、無償で提供してきた附帯

業務についても、費用負担とリスク負担をそれぞれ書面化した。 

 

定期的に運送委託者と話し合いの場を設け、無償で行っていた附帯業務

について、運送委託者の直接的な利益になることを明示することにより、

有償化または、運送委託者側で作業を行うこととなった。 

 

現場において契約外作業の要請があった際には、現場で判断せず必ず会

社に報告させ、双方の管理職同士で話し合いを行うことにより作業料金の

発生の承諾又は作業を運送委託者側で行うかを決定することとした。 

 

運送委託者に作業基準書を作成してもらい、それに双方が従い作業を行

っていくことにより、事故が減少した。 

 

＜附帯業務のサービスレベルの向上を図った例＞ 

無償で提供してきた附帯業務について、運転手も積極的に研修等で技能

を身につける等スキル及びサービスレベルの向上を図ることにより料金収

受へとつながった。 

 

＜コンプライアンスの高まりによる適切な役割分担を行った例＞ 

運送委託者のコンプライアンスの高まりにより、附帯業務は作業料を払う

か、運送委託者側が作業を行うか判断し、問題解決に向けて理解を示す状況

もみられるため、新たに附帯業務を見込んだ運賃表を作成し、荷主との交渉

を行った結果、交渉が成立した。 
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５．荷待ち時間の改善 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

 

○ 運送委託者が、運送委託者の都合による荷待ち時間の実態を把握している

にもかかわらず、計画的な発注や積込等の対策を講じないこと 

○ 運送委託者の都合により、出発時刻・到着時刻が変更され、運送受託者に、

待機時間料等の追加費用が生じたにもかかわらず、運送委託者が費用負担

しないこと 

○ 運送委託者の都合により、運送受託者が長時間の待機を余儀なくされたに

もかかわらず、その待ち時間について必要な費用を負担しないこと 

○ 運送委託者が、着荷主の都合により待機時間が発生しているにもかかわら

ず、待機時間発生の課題を特定せず、対策を講じないこと 

○ 着荷主の都合により、荷卸し時刻が変更され、運送受託者に追加費用が生

じたにもかかわらず、運送委託者が費用負担しないこと。 

 

 
 
（２）関連法規の留意点 

 

  特定荷主（親事業者）が出発時刻を指定したにもかかわらず、特定荷主（親 

事業者）の都合で積み込み時間が遅れた場合に、その荷待ち時間について必 

要な費用を負担しないことがある。 
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○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、必要な費用を負担せず

に当初の運送依頼の内容を変更させ、特定物流事業者の利益を不当に害す

ることは、物流特殊指定第１項第７号に該当し、独占禁止法に違反するお

それがある。 

 

○ 下請法の留意点 

   下請法等の適用対象となる取引を行う場合、親事業者がこのように必要

な費用の負担をしない当初の運送依頼の内容変更は、下請法第４条第２項

第４号の「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」に該当し、下請法

に違反するおそれがある。 

 

○ 貨物自動車運送事業法の留意点 

  トラック運送事業者は、貨物自動車運送事業法第１７条第３項におい

て、「輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しな

ければならない」とされており、トラック運送事業者自らが運行の安全

の確保を図るべきであるが、荷主との連携・協力も重要である。 

  運送委託者が自ら直接、運行に関する指示を行うことにより、輸送の

安全を阻害する行為がみられた場合、貨物自動車運送事業法第２２条の

２に違反するおそれがある。また、法附則第１条の２第２項に基づく荷

主等への働きかけの対象となりうることや、最終的には「荷主への勧告」

を行うこともあり得る。 

 

 

 

 

（３）求められる取引慣行 

 ○契約時に、見込まれる荷待ち時間を確認の上、待機時間料を設定してお

くことが望ましい。 

 

○実際の運送で生じた荷待ち時間を記録し、当初見込んでいたより長い荷

待ち時間が恒常的に発生する場合には、荷待ち時間削減対策や待機時間

料の引上げについて、運送委託者と協議することが望ましい。 
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※荷待ち時間の記録について 

トラックドライバーが車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン以

上のトラックに乗務した際に、これまでは貨物の積載状況の記録を求め

ていたが、平成２９年７月１日からは、新たに荷主の都合により３０分

以上の荷待ち時間が発生した場合に、一運行毎に以下の項目についても、

記録することを義務づけた。（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条） 

 ・集貨又は配達を行った地点（以下「集貨地点等」という。） 

・集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当

該日時 

 ・集貨地点等に到着した日時 

・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時 

・集貨地点等で、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯

する業務（以下「附帯業務」という。）を実施した場合にあっては、附

帯業務の開始及び終了の日時 

・集貨地点等から出発した日時 

 

※荷役作業等の記録について 

     令和元年６月１５日から、トラックドライバーが車両総重量８トン

以上又は最大積載量５トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地

点等で積込み若しくは附帯作業を実施した場合にも、一運行毎に記録

することを義務づけた。（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条） 

 

○積込み時間を指定した時、運送委託者の都合で荷待ち時間が発生した場

合は、荷待ち時間を踏まえた合理的な積算に基づき、運送委託者は適切

な費用負担をすることが望ましい。 

 

○運送受託者は、運送委託者に対し荷待ち時間改善の申し入れを行うこと

が求められる。 

また、申し入れを受けた運送委託者は、受付時間枠の設定や拡大を行い

物流施設内の貨物の平準化を図ること及び貨物量に応じた物流施設の運

営を目指すことが求められる。 
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    ○運送委託者、運送受託者の双方は、定期的な会議を設ける等、荷待ち時

間の実態及びそれに係る問題意識を共有し、双方で改善策を検討、実施

することが求められる。 

 

○運送委託者（発荷主）は、着荷主先での荷待ち時間の実態把握、業務分

析の実施、計画的な発注や取り卸及びブースの増設等への取組により、

荷待ち時間削減を行うとともに、車両が敷地内で待機できる措置を講ず

ることや着荷主先での窓口の設置依頼を行うことが求められる。 

 

（４）望ましい取引実例 

＜安全運行のためのシステム導入例＞ 

   運行管理・配車システムを構築することで、運送の依頼内容が変更にな

った場合、迅速に対応できるようになったうえ、無理な運行依頼に対して

は、運送委託者に対し逆に無理のない提案ができるようになった。 

 

＜予約システムの活用例＞ 

 従来は先着受付順のため運送委託者の倉庫へ入庫待ちをする必要があっ

たが、予約受付システムの導入により入庫時間の事前予約が可能となったた

め荷待ち時間が大幅に改善した。 

 

＜パートナーシップによる適切な役割分担を行った例＞ 

運送委託者と連絡を密にとり、ドライバーの出庫時間の調整を行った。 

運送委託者と話し合い、積み込み時間や納品時間を調整することにより、

荷待ち時間が短縮された。 

 

物流施設のバースを大口と小口バースに分けてもらうことにより荷待ち

時間が短縮された。 
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サプライチェーン全体の最適化を進める上で、輸送の効率化は重要な課題で

あり、着荷主等においても、トラックの荷待ち時間の改善を進めることは大き

な意義があります。 

 

○ 着荷主等においてもトラックの荷待ち時間を調査し、実態を把握するとと

もに、長時間の荷待ち時間が発生している施設、時間帯、状況等を特定し、

分析・改善することが望ましい。 

 

○ 着荷主等は、運送受託者から荷待ち時間改善の申し入れがあった場合には、

受付時間枠の設定や拡大を行い物流施設内の貨物の平準化を図ること及び貨物

量に応じた物流施設の運営を目指すことが望ましい。 

 

○ 着荷主等、運送委託者、運送受託者は、定期的な会議を設ける等、荷待ち時

間の実態及びそれに係る問題意識を共有し、双方で改善策を検討、実施するこ

とが望ましい。 

 

○ 着荷主先でも、積み込み時間等の調整を行える一元的な窓口を設置すること

が望ましい。 

 

※特に配送センターでは、長時間の荷待ち時間（妥当と思われない要請）が発

生する傾向にあるため、留意する必要がある。 

 

荷待ち時間の改善における着荷主の役割 
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６．書面の交付、作成、保存 

 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

 

○ 特にスポット取引において、運送委託者が運送受託者に対して、電話によ

る口頭のみによる運送依頼を行うこと 

○ ３条書面において、運賃、支払期日、支払方法等の記載の不備があること 

○ 口頭による運送依頼の取引慣行により、「運賃」「支払期日」「支払方法等」

基本事項が不明確となっていること 

○ 契約が書面化されていないので、責任の範囲が曖昧な状況となっているこ

と 

○ 契約が書面化されていても基本契約に関するものが中心となり、運賃等重

要な契約事項は書面化されていないこと 

 

 

 

（２）関連法規の留意点 

 

  トラック運送業の商慣行として、特にスポット取引の場合、電話による口

頭のみの運送依頼が日常的に実施されており、業界の取引慣行として根付い

ている。 
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  また、契約書を締結しないまま、お互いの信頼関係のみで取引を行い、個々

の運送業務についても発注書面を交付せず、口頭で発注しているケースや、

基本契約書を締結している場合であっても、この契約書に記載されていない

サービスを委託する場合に、その給付内容を記載した発注書を交付していな

いケースがある。 

  さらに、契約書において「別途定めるものとする。」と記載しているだけで、

「運賃表」や「単価表」を作成せず、覚書等でも取り決めていないものや、

個々の発注書面において運賃、支払期日、支払方法等の基本的事項を記載し

ていないものが多く存在する。また、代金の額について、具体的な金額の記

載が困難な場合であっても、算定方法を記載できるにもかかわらず、その算

定方法を記載しないものもある。 

 

○下請法の留意点 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、下請代金の額、支払期日、物

品等を受領する期日等の具体的記載事項をすべて記載した３条書面を交

付しなければ、下請法第３条の「書面の交付義務」に違反する。 

３条書面交付義務に違反した場合、行為者（担当者）個人が罰せられる

ほか、会社も５０万円以下の罰金が科されることとなる。 

 

なお、親事業者は、下請事業者に対し製造委託、修理委託、情報成果物

作成委託又は役務提供委託をした場合は給付の内容、下請代金の額等につ

いて記載した書類（５条書類）を作成し２年間保存する義務がある。 

 

 

（３）求められる取引慣行 

 ○ 運送委託者と運送受託者との取引 

運送内容が曖昧な契約とならないよう、運送委託者と運送受託者の双方

が十分に協議して、運送内容や運賃・料金、支払条件等について書面等に

よる明示・交付を徹底し、保存しておくことが求められる。 

また、契約後も定期的に実態を把握し、契約内容と比較して契約内容と

実態が乖離している場合は、そのデータをもって運送委託者と協議するこ

とが求められる。 
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（４）望ましい取引実例 

＜継続取引における運送契約例＞ 

   継続して一定期間取引がある運送契約の場合、運送契約書を交わし運送

内容及び運賃を詳細に定めた。 

 

＜事業拡大につながった例＞ 

書面契約により契約内容を明確化することにより、運送以外の倉庫業務

等も依頼され事業拡大につながった。 

 

＜スポット取引における発注例＞ 

   スポット取引の場合に一定のフォーマットを定め、下請法上の具体的記

載事項を網羅したもので運送依頼書ができるようにシステム化した。 

 

＜作業指図書に３条書面の事項を記載している例＞ 

   作業指図書に３条書面に記載すべき事項を示し、運送指図書に３条書面

の機能を持たせている。 

 

 

（５）書面化等適正取引の推進について 

 適正な取引及び安全運行を確保する観点から、「トラック運送業における書

面化推進ガイドライン（平成 26 年 1 月 22 日）」を制定（平成 29 年 8 月改訂）。 

運送契約に際して、運送業務や附帯業務の内容、運賃・料金等の重要事項に

ついて、荷主とトラック運送事業者の間で書面により共有することをルール化。 
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７．運賃の支払遅延 

 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

   

○ あらかじめ定められた支払期日までに代金が支払われないこと 

○ 下請事業者との間で支払期日が定められていない場合に、その給付の受領

日に下請代金を支払わないこと 

○ 請求書が提出されないこと等を理由として支払が遅延すること 

○ 下請事業者の運送役務が提供された日から、６０日以内に定められた支払

期日までに代金が支払われないこと 

○ スポット取引とスポット取引以外の継続的取引の支払制度を同一とした

ために、運送役務が提供された後６０日以内に支払われないこと 

○ 支払日が金融機関の休業日に当たるときに、下請事業者から事前に書面で

同意を得ずに翌営業日に支払を順延すること 

○ 手形払に係る経費の削減等を図るため、下請代金を従来の手形払の満期相

当日に現金で支払う方法に変更したことから、下請事業者から役務の提供

を受けた日から６０日を超えて下請代金を支払うこと 

○ 下請事業者からの請求書の提出が遅れたことを理由に、下請事業者が役務

を提供したにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日を超えて下請

代金を支払うこと 

○ 荷主からの代金未払を理由として、親事業者が支払を遅延すること 

 

 

 

（２）関係法規の留意点 

 

  あらかじめ定めた支払期日までに代金を全額支払わないことがある。 

 

○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、特定物流事業者の責

に帰すべき理由がないのに、代金をあらかじめ定めた支払期日の経過後

なお支払わないことは、物流特殊指定第１項第１号により独占禁止法違

反となるおそれがある。 
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○ 下請法の留意点 

下請法においては、下請取引の性格から、支払期日を不当に遅く設定

するおそれがあることから、下請事業者の利益を保護するために支払期

日を定める義務が課せられている。具体的には、下請法第２条の２によ

り、運送の役務が提供された日を起算日として、起算日から６０日以内

の出来る限り短い期間内に支払期日を定めなければならないとされてい

る。また、支払期日が定められない場合は運送が実際に提供された日が

支払期日であり、その支払期日までに下請代金を全額支払わないことは、

下請法第４条第１項第２号の「下請代金の支払遅延」に該当し、下請法

に違反する。 

 

また、下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは、下請法

第４条の２の「遅延利息の支払義務」により、役務提供日から起算し 

６０日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、年率

１４．６％の遅延利息を支払わなければならない。この遅延利息は、当

事者間で合意して決めた利率に優先して適用される。 

 

なお、下請法の適用対象となる取引を行う場合において、一定期間の

運送契約を行い、その運送が連続して提供される場合には、次の要件を

満たせば、月単位で設定された締切り対象期間の末日に当該役務が提供

されたものとすることができる。この場合、締切り後６０日（２か月）

以内に下請代金を支払わなくてはならない（月末締めの翌々月払）。 

① 支払は月単位で設定される締切り対象期間の末日までに提供した役

務に対して行われることがあらかじめ合意され、３条書面に明記され

ていること 

② ３条書面において、当該期間の下請代金の額（算定方法も可）が明

記されていること 

③ 下請事業者が連続して提供する役務が同種であること 

親事業者は、下請事業者と継続的に取引しているということだけでこ

れらの要件を満たさない場合や、要件を満たさないスポット取引では、

役務が提供された日から６０日以内に代金を支払わなければならない。 
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（３）求められる取引慣行 

○運送委託者は運送受託者の資金繰りについても留意し、両者の取引にお

いては、出来る限り短い期間内に支払期日を定めることが求められる。

（下請法では、起算日から６０日以内の出来る限り短い期間内に支払期

日を定めなければならないとされている。） 

 

○下請事業者への代金の支払方法を改善するにあたり、荷主と元請事業者

の取引で支払条件が改善されない結果、下請事業者への支払方法の改善

が進まない場合、荷主と元請事業者は率先して支払条件を見直すことが

求められる。 

 

 

（４）望ましい取引実例 

＜継続取引もスポットも同様の条件にしている例＞ 

   経理上の煩雑さを排除するために全ての支払を月末締め翌月末払にして

いる。 

 

＜社内監査制度の充実によりコンプライアンスを徹底している例＞ 

   一定周期で各営業所の監査を行い支払遅延等が発生していないか監査す

るとともに、独禁法物流特殊指定及び下請法の社員研修を行っている。 

末端の職員まで、独占禁止法、下請法について、教育、試験を実施してい

る。 
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８．長期手形の交付 

 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

 

○ 運送委託者が、運送受託者に対して、割引困難な手形を交付すること 

 

 

 

（２）関連法規の留意点 

○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、特定荷主が特定物流事

業者に対して、代金の支払期日までに一般の金融機関（預金又は貯金の受

入れ及び資金の融通を業とする者をいう。）による割引を受けることが困

難であると認められる手形を交付することにより、特定物流事業者の利益

を不当に害することは、物流特殊指定第１項第５号に該当し、独占禁止法

に違反するおそれがある。 

 

○ 下請法の留意点 

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、下請代金の支払は現金に

よることが原則である。 

一方、手形等（一括決済方式（※）及び電子記録債権を含む。以下同じ。）

による支払も認められているが、その現金化にかかる割引料等のコストに

ついて、これを勘案した下請代金の額を決定することが重要である。また、

下請事業者の資金繰りに多大な悪影響を与える著しく長い期間の手形な

ど、割引困難な手形を交付することは、下請法４条第２項第２号の「割引

困難な手形の交付」に該当し、下請法に違反することから、こうした点に

留意が必要である。 

 

※親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が

下請代金の全部又は一部に相当する下請代金債権を担保とし又は譲渡

して金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払

を受けることができることとし、親事業者が当該下請代金債権の額に相

当する金銭を当該金融機関に支払うこととする方式をいう。 
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（３）求められる取引慣行 

○トラック運送業は中小事業者が大多数を占め、運送委託者が、短期手形 

や現金で支払うよう配慮することで、トラック運送業全体として資金調達

コストが低減し、その分安全・環境対策に振り分けられる資金が多くなる。 

 

〇下請代金の支払については、原則、現金払としている。また、手形等に  

より行う場合においては、サイトについて６０日以内とするよう努めるこ

とが求められる。 

 

○約束手形は、できる限り利用しないよう努めること、また、約束手形の利

用を廃止するに当たっては、できる限り現金による支払いに切り替えるよ

う努めることが求められる。 

 

○下請代金の支払方法を改善するにあたり、荷主と元請事業者の取引で支払

条件が改善されない結果、下請事業者への支払方法の改善が進まない場合、

荷主と元請事業者は率先して支払条件を見直すことが求められる。 

 

○元請事業者において、荷主からの支払時期と下請事業者への支払時期が異

なる取引等について、前払比率や期中払い比率をできる限り高めるよう努

めることが求められる。 

 

〇将来的な約束手形の利用の廃止に向け、手形サイトを含む納品から現金化

までの期間全体の短縮化、約束手形から現金払・電子記録債権等の利用等

への移行について、サプライチェーン全体としての取組が求められる。 

 支払い側としてだけでなく、受取側としても、例えばネットバンキングや

電子記録債権といった手形の代替手段が取れるように検討することが求

められる。 

 

「下請中小企業振興法第３条第１項の規定に基づく振興基準」（令和４年７月 29
日 20220722 中第２号）抜粋 
第４ 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事

項 



 

35

４ 下請代金の支払方法の改善 
⑴ 親事業者は、発注に係る物品等の受領後、下請代金をできる限り速や 

かに支払うものとする。また、当該受領をした日から起算して 60 日以内

において定める支払期日までに、下請代金を支払うことを徹底する。 
⑵ 下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする。少なくとも賃

金に相当する金額については、全額を現金で支払うものとする。 
⑶ 約束手形（為替手形の場合を含む。以下同じ。）、一括決済方式（※）及

び電子記録債権（以下⑶において「手形等」という。）により下請代金を

支払う場合には、当該手形等の現金化に係る割引料等のコストについて、

下請事業者の負担とすることのないよう、当該コストを勘案した下請代金

の額を、親事業者及び下請事業者双方で十分に協議して決定するものとす

る。 
  当該協議を行う際、親事業者及び下請事業者双方が、手形等の現金化に

係る割引料等のコストについて具体的に検討できるよう、親事業者は、支

払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等

により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化に係る割引料

等のコストを示すものとする。 
※親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が

下請代金の全部又は一部に相当する下請代金債権を担保とし、又は譲渡し、

金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払いを受

けることができることとし、親事業者が当該下請代金債権の額に相当する

金銭を当該金融機関に支払うこととする方式をいう。 
⑷ 親事業者及び下請事業者は、約束手形の利用廃止等に向け、次の取組を

進めるものとする。 
① 約束手形、一括決済方式及び電子記録債権のサイト（約束手形の交

付日から満期までの期間又はこれに相当する期間をいう。以下同じ。）

については、60 日以内とするよう努めるものとする。 
② 約束手形は、できる限り利用しないよう努めるものとする。また、

約束手形の利用を廃止するに当たっては、できる限り現金による支払

いに切り替えるよう努めるものとする。 
  なお、親事業者及び下請事業者は、以下のイからハまでに掲げる方針

が政府により示されていることに十分留意しつつ、①及び②の取組を進

めるものとする。 
   イ 公正取引委員会及び中小企業庁が、おおむね令和６年までに、60 日
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を超えるサイトの約束手形、一括決済方式及び電子記録債権を、下請

法上「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導の

対象とすることを前提として、下請法の運用の見直しの検討を行うこ

ととしていること（「手形等のサイトの短縮について」（令和４年２月

16 日 20211206 中庁第１号・公取企第 131 号））。 
   ロ 令和８年の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する旨、閣議

決定されていること（「成長戦略実行計画」（令和３年６月 18 日 閣議

決定））。また、令和８年の約束手形の利用廃止に向け、各業界におけ

る具体的な段取り・ロードマップを策定するよう、事業所管省庁から

事業者団体に対し要請されていること（「第３回中小企業等の活力向上

に関するワーキンググループ」（令和４年２月 22 日）資料１）。 
   ハ 金融業界に対し、令和８年に手形交換所における約束手形の取扱い

を廃止することの可否について検討するよう要請されていること（「第

３回中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」（令和４年２

月 22 日）資料１）。 
 
 

（４）望ましい取引実例 

＜中小企業庁、公正取引委員会からの通達「下請代金の支払手段について」 

を徹底している例＞ 

   手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等 

のコストについて、下請事業者に負担させないよう、これを勘案した下請代

金の額を下請事業者と十分協議して決定している。 
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９．購入・利用強制の禁止 
 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

 

○ 運送委託者が、運送受託者に対して自社・親会社・関係する会社の物品の

購入を強制すること 

○ 運送受託者に対して、発注担当者を通じて、運送受託者が必要としていな

いにもかかわらず、自動車の購入を要請し、購入させること 

○ 運送委託者が、運送受託者に対して自社・親会社・関係する会社が行って

いる損害保険代理店での自賠責、任意保険等の加入、その他サービスの利

用を強制すること 

 

 

 

（２）関連法規の留意点 

 

  指定する製品等を強制的に購入させたり、サービス等を強制的に利用させ

たりすることのほか、特定荷主（親事業者）が強制ではなく任意に購入要請

を依頼したと認識していても、特定物流事業者（下請事業者）にとっては、

その依頼を拒否できないことがある。 

 

○ 物流特殊指定の留意点 

物流特殊指定の適用対象となる取引を行う場合、特定荷主が、正当な理

由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を

強制して利用させることは、物流特殊指定第１項第４号に該当し、独占禁

止法に違反するおそれがある。 

 

○ 下請法の留意点 

 下請法の適用対象となる取引を行う場合、親事業者が、自己の指定する

物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させることは、下請法第

４条第１項第６号の「購入・利用強制」に該当し、下請法に違反する。 
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（３）求められる取引慣行 

 運送取引において、運送委託者から商品購入やサービス利用の要請、目

標値を提示した場合、運送受託者はそれを断れば運送取引に影響があるも

のと考えるため、要請を受け入れざるを得ないことがある。 

そのため、運送委託者は商品購入やサービス利用の要請をしないことが

望まれる。 

 

 

（４）望ましい取引実例 

＜下請事業者に対する購入要請をやめた例＞ 

   荷主から元請事業者に任意の購入要請があった場合、下請事業者にも要

請を行っていたが、そのような行為を一切取りやめた。 

 

＜運送委託者と運送受託者にメリットがある場合に限定した例＞ 

運送委託者からの購入要請は、運送受託者に物品の運送を委託するに際

し、当該運送が適切に行われるために合理的な必要性が認められる物品に

限定した。また、運送受託者が当該要請を断ったとしても、何ら取引に影

響しない仕組みとしている。 
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10．報復措置の禁止 

 

（１）トラック運送業において問題となる具体的行為類型 

 

○ 運送受託者が取引の不適正事例について、公正取引委員会や中小企業庁に

知らせたことを理由に、運送委託者が貨物量を減じたり、取引を停止した

りすること 

○ 特定物流事業者が物流特殊指定に違反する行為に係る事項の要求を拒否

したことを理由として、特定物流事業者に対して、貨物量を減じたり、取

引を停止したりすること 

 

 

 

（２）関連法規の留意点 

○ 物流特殊指定の留意点 

公正取引委員会に知らせたことを理由に不利益な取扱いをすることは，

物流特殊指定第２項に該当し，物流特殊指定に違反する行為の要求に対す

る拒否を理由に不利益な取扱いをすることは，物流特殊指定第１項第８号

に該当し，独占禁止法に違反するおそれがある。 

 

  ○ 下請法の留意点 

公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に不利益な取扱い

をすることは、下請法第４条第１項第７号の「報復措置」に該当し、下請

法に違反するおそれがある。 

 

 

（３）求められる取引慣行 

法令違反の情報提供に対する報復措置は、個々の運送受託者の経営とト

ラック運送業全体の健全性を阻害する行為である。不適正取引が行われた

場合には、公正取引委員会及び中小企業庁だけでなく、地方運輸局等に相

談をすることが望まれる。 
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11．その他 

 

（１）働き方改革の推進を阻害する取引慣行の改善 

  ○運送委託者は、自らの取引に起因して、運送受託者が労使協定の限度を

超える時間外労働や休日労働などによる長時間労働、これらに伴う割増

賃金の未払いなど、労働基準関連法令に違反するようなことのないよう、

十分に配慮する。 

 

○運送委託者は、やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを

行う場合には、運送受託者が支払うこととなる残業代等の増大コストを負

担するものとする。 

 

○運送委託者による働き方改革の運送受託者へのしわ寄せなどの影響も懸

念される中、運送委託者は、運送受託者の人員、業務量の状況を可能な限

り把握することに努め、以下に掲げる行為をはじめ、運送受託者の働き方

改革を阻害し、不利益となるような取引や要請は行わないものとする。 

 

〔運送委託者による運送受託者へのしわ寄せや不利益となる事例〕 

① 適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更 

② 無理な短納期発注への納期遅れを理由とした減額 

③ 運送委託者自らの人手不足や長時間労働削減による検収体制不備に起

因した支払遅延 

④ 運送委託者自らの人手不足や長時間労働削減に起因した、適正なコスト

負担を伴わない人員派遣要請や附帯作業の要請 

⑤ 過度に短納期となる時間指定配送、過剰な賞味期限対応や欠品対応に起

因する短いリードタイム、適正なコスト負担を伴わない多頻度小口配送 

⑥  納期や工期の過度な特定時期への集中 

 

  ○運送委託者は、改正貨物自動車運送事業法（平成 30 年法律第 96 号）に

基づく荷主の配慮義務、荷主への勧告制度の拡充、違反原因行為をして

いる疑いのある荷主に対する国土交通大臣の働きかけ等の内容について

十分に把握し、トラック運送事業者がコンプライアンスを確保できるよ

う、必要な配慮をする。 
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（２）自然現象による災害等への対応に係る留意点 

  ○ 自然現象による災害等への備えに係る留意点 

運送委託者と運送受託者は、自然現象による災害等（以下「天災等」と

いう。）の緊急事態の発生に伴い、サプライチェーンが寸断されることの

ないよう、連携して事業継続計画（ＢＣＰ：自然災害等の発生後の早期復

旧に向けた取組等を定めた計画）の策定や事業継続マネジメント（ＢＣ

Ｍ：ＢＣＰ等の実効性を高めるための平常時からのマネジメント活動）の

実施に努めるものとする。 

 

○ 天災等が発生した場合に係る留意点 

① 運送受託者が留意する事項 

イ．天災等、運送委託者、運送受託者双方の責めに帰すことができない

ものにより、被害が生じた場合には、運送受託者は、その事実の発生

後、速やかに運送委託者に通知するよう努める。 

② 運送委託者が留意する事項 

イ．天災等による運送受託者の被害状況を確認しつつ、運送受託者に取 

引上一方的な負担を押し付けることがないよう十分に留意する。また、

天災等により運送受託者が輸送の安全を確保することが困難な状況

下で輸送を強要した場合には、貨物自動車運送事業法附則第１条の２

の規定に基づく働きかけ等の対象となることに留意するとともに、輸

送依頼の抑制に努める。 

ロ．天災等によって影響を受けた運送受託者が、事業活動を維持し、又

は再開する場合には、できる限り、その復旧を支援するとともに従来

の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮する。 
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【異常気象時における措置の目安】
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（３）取引上の問題を申し出しやすい環境の整備 

 

〇下請事業者は、取引上の問題があっても、取引への影響を考慮して言い出す

ことができない場合も多い。親事業者は、こうした実情を十分に踏まえ、下

請事業者が取引条件について不満や問題を抱えていないか、自ら聞き取るな

ど、下請事業者が申出をしやすい環境の整備に努めるものとし、価格交渉促

進月間の機会を捉える等により、少なくとも年に１回以上の協議を行うもの

とする。 

 

○親事業者は、価格交渉促進月間の趣旨に鑑み、下請運送事業者から価格交渉

を求められた場合には、定期的な協議以外の時期であっても、労務費、原材

料費、エネルギー価格等の上昇分の価格協議に遅滞なく応じることとする。 

 

〇親事業者は、調達担当部署とは異なる第三者的立場の相談窓口を設置し、匿

名性を確保しつつ、窓口情報を定期的に下請事業者に通知する等により、申

告しやすい環境を整備するよう努めるものとする。 
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第３章 関係法規等 

 

１．トラック運送業の適正取引の推進に関する法令等と本ガイドラ

インとの関係性について 

  

トラック運送業における適正取引の推進を図るには、荷主・トラック事業者

の双方が関係法令等を遵守することに加え、例えば、下請法適用外の取引につ

いても同様のルールを課すことや、下請次数制限などの「業界の自主的な取組」

について、率先して取り組んで行くことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 荷主勧告制度（法第64条）

● 輸送の安全を阻害する行為（法第17条第3項）

● 荷主等への働きかけ（法附則第１条の２第２項）

● 物流特殊指定（荷主⇔トラック運送事業者）

● 下請法（元請運送事業者等⇔実運送事業者）

● 下請振興法（元請運送事業者等⇔実運送事業者）

貨物自動車運送事業法独占禁止法等

トラック運送業における下請・荷主適正

取引推進ガイドライン

【関係法令】

法令等を踏まえた
指針

【ガイドライン等】
・ 法令遵守に加え、適正取引推進に向けたより望ましい取引の推奨

トラック運送業における

書面化推進ガイドライン

トラック運送業における燃料

サーチャージ緊急ガイドライン

更なる適正取引推進に
向けた自主的取組

【業界の自主的な取組等】

自主行動計画 荷主への理解と協力

価格決定方法の適正化

コスト負担の適正化

契約の相手方・方法の適正化

長時間労働の削減

適正取引推進に向けた重点
課題に対する取組

荷主と下請運送事業者の協働
による課題解決に向けた取組

適正取引確保に向けたガイド
ラインの遵守

荷待ち時間対策など、荷主等の関係
者が一体となって取り組んで頂くため、
以下の留意点を踏まえた協力を要請

トラック運送事業者間の取引における
「コスト負担の適正化」や「多層化取引に
係る取引適正化」など、法令を超えた業
界による自主ルールによる取組

※第３章 関連法規等 「２．独占禁止法及び下請法が対象とする取引」「３．荷主勧告制度」「４．荷主等への働きかけ」参照
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２．独占禁止法及び下請法が対象とする取引 

 

 
 
 

（１）特定荷主と特定物流事業者との取引 

荷主がユーザーとして運送業者等に委託を行う役務の委託取引について

は、物流特殊指定が適用される。対象となる取引については、規制される

事業者の資本金の組合せ（類型１、２）のほか、優越的地位にある事業者

との取引も対象（類型３）としている。 

 

○ 物流特殊指定の対象となる取引 

以下の①及び②の２つの条件を満たす取引が対象となる。 

① 荷主から委託されている取引の内容が、運送サービス又は倉庫におけ

る保管サービスであること。 

② 荷主と物流事業者の資本金額（出資金額）等が下図の関係にあること。

特
定
荷
主

特
定
荷
主

特
定
物
流
事
業
者

1,000万円
超

3億円以下

3億円超

物流特殊指定の対象となる取引物流特殊指定の対象となる取引

類型１類型１ 類型２類型２

1,000万円
以下

類型３類型３

特定物流事業者

優
越
的
地
位
に
立
つ
特
定
荷
主

取
引
上
地
位
が
劣
っ
て
い
る
特
定
物
流
事
業
者

資本金規模の組合せに
関係なく適用される

対象となる取引：運送又は保管サービスの委託
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なお、物流特殊指定では、特定荷主と特定物流事業者の取引を対象と 

し、上記の取引対象に係る発注者を「特定荷主」、受注者を「特定物流 

事業者」とする。 

 

○ 荷主の子会社の取扱いについて 

荷主が、自社の物流子会社を通じて運送サービス又は倉庫における保管

サービスを委託する場合には、物流子会社が荷主とみなされる（この場合

の資本金額は、親会社である荷主の資本金額で判断される）。 

一方、物流子会社であっても、親会社でない荷主等から運送業務を受注

した場合には、物流特殊指定の特定荷主とならない。 

 

  ○ 優越的地位について 

    取引の一方の当事者（甲）が他方の当事者（乙）に対し取引上優越し

た地位にある場合とは、乙にとって甲との取引の継続が困難になること

が事業経営上大きな支障をきたすため、甲が乙にとって著しく不利益な

要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合であり、

その判断に当たっては、甲に対する取引依存度、甲の市場における地位、

取引先変更の可能性、取引対象商品の需給関係等を総合的に考慮すると

されている。 
 
 
（２）親事業者と下請事業者間の取引 

下請法では、対象取引を親事業者及び下請事業者の資本金の額と取引の

内容によって決めており（類型４及び類型５）、親事業者が受託した運送等

の役務提供を下請事業者に再委託する場合を規制の対象としている。 

また、いわゆるトンネル会社規制により、一定の要件を満たす場合は、

親事業者の子会社等が行う役務提供委託取引についても、この子会社等を

親事業者とみなすことで規制の対象としている。 

さらに、下請法に規定された資本金の区分を満たさない場合であっても、

独占禁止法に規定する優越的地位が認められる場合もあるところ、本ガイ

ドラインではこうした取引も対象としている。 
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なお、下請法ではトラック運送事業者同士の取引を対象とし、発注者で

ある元請事業者を「親事業者」、受注者を「下請事業者」とする。 

 

 ○ トンネル会社の規制について 

下請事業者に運送委託をすれば下請法の対象となる場合、資本金が 3

億円（又は千万円）以下の子会社（トンネル会社）等を設立し、この子

会社が発注者となって運送委託を行う場合、下記の２つの要件を共に満

たせば、その子会社等が親事業者とみなされ、下請法が適用される。 

① 親会社から役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受けてい

る場合（例えば、親会社の議決権が過半数の場合、常勤役員の過半数

が親会社の関係者である場合又は実質的に役員の任免が親会社に支配

されている場合）。 

② 親会社からの下請取引の全部又は相当部分について再委託する場合

（例えば、親会社から受けた委託の額又は量の 50％以上を再委託して

いる場合。）。 

 

（３）参考 

①物流特殊指定のパンフレット 

https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/buttokupanfu.pdf  

 

②下請法のパンフレット 

https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/shittemamotte.pdf  

 

③物流特殊指定や下請法の内容を説明した動画 

https://www.jftc.go.jp/houdou/douga.html  

親
事
業
者

親
事
業
者

下
請
事
業
者

1,000万円

超

3億円以下

3億円超

下請法の対象となる取引下請法の対象となる取引

類型４類型４ 類型５類型５

1,000万円
以下下請事業者
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３．荷主勧告制度 

 

○ 荷主勧告は、トラック事業者の過積載運行や過労運転防止措置義務違反等

の違反行為に対し行政処分を行う場合に、当該違反行為が主として荷主の行

為に起因するものと認められるときは、国土交通大臣が荷主に対し違反行為

の再発防止のための措置を執るべきことを勧告するもの（貨物自動車運送事

業法第６４条）で、勧告を行った場合には荷主名を公表することとしている。 
 
○ 平成２９年６月までは、荷主関与の判断基準が不明確なため勧告の発動実

績がないなど、必ずしも制度が有効に機能していなかったところであるが、

荷主の主体的な関与の具体例を示すことにより、勧告の判断基準を明確化す

るとともに、荷主の関与の蓋然性が高いと考えられる違反行為については行

政処分の有無にかかわらず早期に荷主を特定し協力要請を行うなど、新たな

制度の運用を平成２９年７月１日から実施している。 
 
◆ 荷主が事業者に対する優越的な地位や継続的な取引等を利用して次のよう

な行為を行ったことが事業者の法令違反行為につながった場合には、当該荷

主に対して勧告を行う。 
 

（荷主の主体的な関与の具体例） 
①非合理的な到着時刻の設定  
（例）発着時刻や積込み取卸し時間、距離・運行経路等を勘案した結果、荷主

の指示・意向により設定された到着時刻が、トラック事業者の法令違反行

為によらなければ間に合わない時刻である場合。 
 
②やむを得ない遅延に対するペナルティの設定  
（例）予想し得ない交通渋滞の発生等やむを得ない事情による運送の遅延に関

し理由の如何を問わないペナルティが設定されていた場合。 
 
③積込み直前に貨物量を増やすような急な依頼 
（例）過積載運行の原因が、積込み直前に荷主から貨物量を増やすよう急に指

示され、過積載となることを認識しつつ荷主から取引解消を示唆されるな

ど断り切れなかったことによるものである場合。 
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④荷待ち時間の恒常的な発生 
（例）過労運転防止違反の原因が、荷主の管理下にある荷捌き場における荷待

ち時間の恒常的な発生によるものであることが「荷待ち時間記録」等によ

り確認され、かつ、トラック事業者から荷主に対し改善を要請しているに

もかかわらず、社会通念上行われるべき改善措置が取られていない場合。 
 
⑤その他トラック事業者の法令違反行為の原因となる行為 

上記（例）のほか、トラック事業者の法令違反行為が主として荷主の行為

に起因するものであると認められる場合。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※行政処分のうち重大なものとは、事業停止処分事案、 過労運転防止違反の件

数が多い事案、死亡事故等の社会的影響が大きい事案とする。 
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トラック運転者の労働条件の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者 

の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）が策定されている。トラック

運転者の労働時間が告示で定められた基準内に抑えられるよう、運送受託者及び

運送委託者双方の配慮が必要である。 

 

●拘束時間（労働時間と休憩時間） 

 ○ １日当たり１３時間以内とすることとし、延長する場合でも１６時間ま 

でとすること 

  ※ １５時間を超える回数は１週間に２回まで 

 ○ １ヶ月当たり２９３時間以内とすること 

  ※ 労使協定の締結により、１年間の合計３５１６時間（２９３時間×１２

ヶ月）を限度に、１年のうち６ヶ月までは１か月間の拘束時間を３２０時

間まで延長可 

●休息期間 

 ○ 勤務終了後、継続８時間以上とすること 

  ※ トラック運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所の休息時間よ

り長くなるよう努めること 

●運転時間 

 ○ ２日を平均して１日当たり９時間を超えないこと 

  ※ １週間の運転時間は、２週間ごとの平均で４４時間を超えないこと 

●連続運転時間 

 ○ ４時間を超えないこと 

  ※ ４時間以内又は４時間経過直後に運転を中断し、３０分以上（１回１０

分以上で分割可）の休憩等を確保すること 

●休日労働の限度 

  ○休日労働は２週間に１回まで 

 
 
 
（参考）改善基準のポイント 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf 

改善基準告示について 
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●拘束時間（労働時間と休憩時間） 

 ○ １日当たり１３時間以内とすることとし、延長する場合でも１５時間ま 

でとすること 

【例外】１週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行

における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該

１週間について２回に限り最大拘束時間を１６時間とすることがで

きる。 

  ※１４時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとする。 

 

 ○ 年間の総拘束時間が３，３００時間、かつ、 

１か月の総拘束時間が２８４時間を超えないものとする。 

 

 【例外】労使協定の締結により、年間６か月までは、年間の総拘束時間が３，

４００時間を超えない範囲において、１か月の拘束時間を３１０時

間まで延長可。 

     この場合において、１か月の拘束時間が２８４時間を超える月が３

か月を超えて連続しないものとし、１か月の時間外・休日労働時間

数が１００時間未満となるよう努めるものとする。 

 

●休息期間 

 ○ 勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続

９時間を下回らないものとする。 

 

【例外】ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべて長距離貨物運送

（※１）であり、かつ、一の運行（※２）における休息期間が住所地以外

の場所におけるものである場合、当該１週間について２回に限り、継続８

時間以上とすることができる。この場合において、一の運行終了後、継続

１２時間以上の休息期間を与えるものとする（※３）。 

※１  一の運行の走行距離が 450km 以上の貨物運送をいう。 

※２  自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいう。 

※３  一の運行における休息期間のいずれかが９時間を下回る場合には、 当該一の運行終了後、継続

12 時間以上の休息期間を与えるものとする。 

 

Ｒ ４ .１ ２ 改正 Ｒ ６ .４ から適用の改善基準告示について 
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●運転時間 

 ○ ２日を平均して１日当たり９時間を超えないこと 

  ※ １週間の運転時間は、２週間ごとの平均で４４時間を超えないこと 

 

●連続運転時間 

 ○ ４時間を超えないこと 

   当該運転時間の中断は、原則休憩とする。 

  

※連続運転時間＝１回が概ね連続１０分以上で、かつ合計が３０分以上の運転

の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。 

 

【例外】サービスエリア、パーキングエリア等に駐車又は停車できないことに

より、やむを得ず連続運転時間が４時間を超える場合には、３０分ま

で延長することができるものとする。 

 

●休日労働の限度 

  ○休日労働は２週間に１回まで 

 

 

 



 

53

４．荷主等への働きかけについて（法附則第１条の２第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方支分部局等からの荷主に関する情報 

  

違反原因行為（※）を荷主がしている
疑いがあると認める場合 

荷主情報を提供・共有 

法附則第１条の２第１項・第６項 

働きかけ 

要請 

勧告・公表 
 

独占禁止法の不公正な
取引方法に該当すると
疑うに足りる事実を把
握した場合 

荷主への疑いに 

相当な理由がある場合 

（働きかけを行わずに
要請を行う場合もあり） 

国土交通省が関係行政機関と協力して 

荷主に対し理解を得るための働きかけを実施 

「法」：貨物自動車運送事業法 

国土交通省 関係 
行政機関 

（※）トラック事業者が法又は法に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為をいう。 

法附則第１条の２第７項 

公正取引委員会 

国土交通省が関係行政機関と協力して 
荷主に対し要請を実施 

 

荷主への疑いに相当な理由がある場合 

要請してもなお改善されない場合 

国土交通省が関係行政機関と協力して 
荷主に対し要請を実施 

 

法附則 

第１条の２第２項 

法附則 

第１条の２第３項 

法附則第１条の２ 

第４項・第５項 
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５．自主行動計画について 

 

全日本トラック協会物流ネットワーク委員会においては、荷主との取引だけ

でなく、下請多層構造など元請と下請における運送事業者間の取引条件の改善

に向けた取組みを進めることを目的に、平成２９年３月、「トラック運送業の適

正取引推進等に向けた自主行動計画」策定。 

今後、トラック運送業界において、本計画の取組事項が標準的なルールとな

ることが適正取引推進の観点から望まれる。 
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６．荷主にご協力いただきたい具体的取組例 
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 担当部局 担当部課、運輸支局担当部署 電話番号 

1 自動車局 貨物課   ０３－５２５３－８５７５ 

2 

北海道運輸局 

自動車交通部 貨物課 ０１１－２９０－２７４３ 

3 札幌運輸支局 輸送・監査部門 ０１１－７３１－７１６７ 

4 函館運輸支局 輸送・監査部門 ０１３８－４９－８８６３ 

5 旭川運輸支局 輸送・監査部門 ０１６６－５１－５２７２ 

6 室蘭運輸支局 輸送・監査部門 ０１４３－４４－３０１２ 

7 釧路運輸支局 輸送・監査部門 ０１５４－５１－２５１４ 

8 帯広運輸支局 企画輸送・監査部門 ０１５５－３３－３２８６ 

9 北見運輸支局 企画輸送・監査部門 ０１５７－２４－７６３１ 

10 

東北運輸局 

自動車交通部 貨物課 ０２２－７９１－７５３１ 

11 
宮城運輸支局 輸送・監査部門 

０２２－２３５－２５１７ 

（ガイダンス番号：３） 

12 
福島運輸支局 輸送・監査部門 

０２４－５４６－０３４５ 

（ガイダンス番号：３） 

13 
岩手運輸支局 輸送・監査部門 

０１９－６３８－２１５４ 

（ガイダンス番号：３） 

14 青森運輸支局 輸送・監査部門 ０１７－７３９－１５０２ 

15 
山形運輸支局 輸送・監査部門 

０２３－６８６－４７１１ 

（ガイダンス番号：３） 

16 
秋田運輸支局 輸送・監査部門 

０１８－８６３－５８１１ 

（ガイダンス番号：３） 

17 

関東運輸局 

自動車交通部 貨物課 ０４５－２１１－７２４８ 

18 
東京運輸支局 輸送部門 

０３－３４５８－９２３１ 

（ガイダンス番号：１） 

19 
神奈川運輸支局 輸送部門 

０４５－９３９－６８００ 

（ガイダンス番号：１） 

20 
埼玉運輸支局 輸送部門 

０４８－６２４－１８３５ 

（ガイダンス番号：３） 

21 
群馬運輸支局 企画輸送・監査部門 

０２７－２６３－４４４０ 

（ガイダンス番号：１） 

22 
千葉運輸支局 輸送部門 

０４３－２４２－７３３６ 

（ガイダンス番号：２） 

23 
茨城運輸支局 輸送部門 

０２９－２４７－５３４８ 

（ガイダンス番号：１） 

【参考】相談窓口 
＜トラック運送適正取引相談窓口＞ 
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24 栃木運輸支局 企画輸送・監査部門 ０２８－６５８－７０１１ 

25 山梨運輸支局 企画輸送・監査部門 ０５５－２６１－０８８０ 

26 

北陸信越運輸局 

自動車交通部 貨物課 ０２５－２８５－９１５４ 

27 新潟運輸支局 輸送・監査部門 ０２５－２８５－３１２４ 

28 長野運輸支局 輸送・監査部門 ０２６－２４３－４６４２ 

29 
石川運輸支局 輸送・監査部門 

０７６－２０８－６０００ 

（ガイダンス番号：１） 

30 富山運輸支局 輸送・監査部門 ０７６－４２３－０８９３ 

31 

中部運輸局 

自動車交通部 貨物課 ０５２－９５２－８０３７ 

32 愛知運輸支局 輸送・監査部門 ０５２－３５１－５３１２ 

33 静岡運輸支局 輸送・監査部門 ０５４－２６１－１１９１ 

34 岐阜運輸支局 輸送・監査部門 ０５８－２７９－３７１４ 

35 三重運輸支局 輸送・監査部門 ０５９－２３４－８４１１ 

36 福井運輸支局 輸送・監査部門 ０７７６－３４－１６０２ 

37 

近畿運輸局 

自動車交通部 貨物課 ０６－６９４９－６４４７ 

38 大阪運輸支局 輸送部門 ０７２－８２２－６７３３ 

39 京都運輸支局 輸送・監査部門 ０７５－６８１－９７６５ 

40 
奈良運輸支局 企画輸送・監査部門 

０７４３－５９－２１５１ 

（ガイダンス番号：４） 

41 滋賀運輸支局 企画輸送・監査部門 ０７７－５８５－７２５３ 

42 和歌山運輸支局 輸送・監査部門 ０７３－４２２－２１３８ 

43 神戸運輸監理部 兵庫陸運部 輸送部門 ０７８－４５３－１１０４ 

44 

中国運輸局 

自動車交通部 貨物課 ０８２－２２８－３４３８ 

45 広島運輸支局 輸送・監査部門 ０８２－２３３－９１６７ 

46 鳥取運輸支局 輸送・監査部門 ０８５７－２２－４１２０ 

47 島根運輸支局 輸送・監査部門 ０８５２－３７－１３１１ 

48 岡山運輸支局 輸送・監査部門 ０８６－２８６－８１２２ 

49 山口運輸支局 輸送・監査部門 ０８３－９２２－５３３６ 

50 

四国運輸局 

自動車交通部 貨物課 ０８７－８０２－６７７３ 

51 香川運輸支局 企画観光・輸送・監査部門 ０８７－８８２－１３５７ 

52 徳島運輸支局 輸送・監査部門 ０８８－６４１－４８１１ 

53 愛媛運輸支局 輸送・監査部門 ０８９－９５６－１５６３ 

54 高知運輸支局 輸送・監査部門 ０８８－８６６－７３１１ 
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55 

九州運輸局 

自動車交通部 貨物課 ０９２－４７２－２５２８ 

56 
福岡運輸支局 輸送部門 

０９２－６７３－１１９１    

（ガイダンス番号：２） 

57 
佐賀運輸支局 企画輸送・監査部門 

０９５２－３０－７２７１   

（ガイダンス番号：1） 

58 
長崎運輸支局 輸送・監査部門 

０９５－８３９－４７４７   

（ガイダンス番号：２） 

59 
熊本運輸支局 輸送・監査部門 

０９６－３６９－３１５５   

（ガイダンス番号：３） 

60 
大分運輸支局 輸送・監査部門 

０９７－５５８－２１０７   

（ガイダンス番号：３） 

61 
宮崎運輸支局 輸送・監査部門 

０９８５－５１－３９５２   

（ガイダンス番号：２） 

62 
鹿児島運輸支局 輸送・監査部門 

０９９－２６１－９１９２   

（ガイダンス番号：３） 

63 
沖縄総合事務局 

運輸部 陸上交通課  ０９８－８６６－１８３６ 

64 陸運事務所 輸送部門 ０９８－８７７－５１４０ 
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＜下請かけこみ寺＞ 

●中小企業の取引に関する様々な悩みへの相談対応のため、無料相談窓口を

全都道府県に設置。弁護士の無料相談、講習会事業も行っている。 
http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/ 

 

＜下請法・その他関連政策について＞ 

●下請取引の公正化や下請事業者の利益保護に関する法律や下請中小企業政

策全般についての質問窓口 

 

中小企業庁 事業環境部 取引課 ０３－３５０１－３６４９（直通） 

北海道経済産業局 産業部 中小企業課 ０１１－７００－２２５１（直通） 

東北経済産業局 産業部 中小企業課 ０２２－２１７－０４１７（直通） 

関東経済産業局 産業部 産業部適正取引推進課 ０４８－６００－０３２４（直通） 

中部経済産業局 産業部 中小企業課 ０５２－９５１－２８６０（直通） 

近畿経済産業局 産業部 中小企業課 ０６－６９６６－６０３７（直通） 

中国経済産業局 産業部 中小企業課 ０８２－２２４－５７４５（直通） 

四国経済産業局 産業部 中小企業課 ０８７－８１１－８５６４（直通） 

九州経済産業局 産業部 中小企業課 ０９２－４８２－５５９０（直通） 

沖縄総合事務局 経済産業部 中小企業課 ０９８－８６６－１７５５（直通） 

 

 

●下請法・独占禁止法についての質問・相談窓口 

 
公正取引委員会 取引部 企業取引課 ０３－３５８１－３３７５（直通） 

北海道事務所 下請課   ０１１－２３１－６３００（代表） 

東北事務所 下請課   ０２２－２２５－８４２０（直通） 

中部事務所 下請課   ０５２－９６１－９４２４（直通） 

近畿中国四国事務所 下請課   ０６－６９４１－２１７６（直通） 

近畿中国四国事務所 中国支所 下請課 ０８２－２２８－１５２０（直通） 

近畿中国四国事務所 四国支所 下請課 ０８７－８１１－１７５８（直通） 

九州事務所 下請課   ０９２－４３１－６０３２（直通） 

沖縄総合事務局 総務部 公正取引室 ０９８－８６６－００４９（直通） 

 


